
平成２６年度税制改正に向けた地方税制の課題 

○ 地方分権改革の実現に不可欠な地方税財源の確保・充実 
  （参考） 
 ＊ 平成25年度与党税制改正大綱 
     「地方・地域の元気なくして国の元気はない」という考え方のもと、自らの発想で特色を持った地方・地域づくりができるよう、地方分権を推進し、その基盤となる

地方税の充実に努める。 
 ＊ 所得税法等の一部を改正する法律附則第104条第３項第７号 
   七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法

人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。 
 

○ 車体課税の見直し 
  （参考）平成25年度与党税制改正大綱 
   イ 自動車取得税については、安定的な財源を確保して、地方財政への影響に対する適切な補てん措置を講じることを前提に、地方団体の意見を踏まえながら、

以下の方向で抜本的な改革を行うこととし、平成26 年度税制改正で具体的な結論を得る。 
   （イ） 自動車取得税は、二段階で引き下げ、消費税10％の時点で廃止する。消費税８％の段階では、エコカー減税の拡充などグリーン化を強化する。必要な財

源は別途措置する。 
   （ロ） 消費税10％段階で、自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を踏まえつつ、一層のグリーン化の維持・強化及び安定的な財源確保の観点から、

地域の自主性、自立性を高めつつ、環境性能等に応じた課税を実施することとし、他に確保した安定的な財源と合わせて、地方財政へは影響を及ぼさない。 
 

○ 地方法人課税のあり方の見直し 
  （参考）税制抜本改革法第７条第５号 
   五 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。 
    イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置である

ことを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。 
    ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際

には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。 
 

○ 地方の地球温暖化対策のための財源の確保 
  （参考）平成25年度与党税制改正大綱 
      このため、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」第７条の規定に基づき、森林吸

収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について早急に総合的な検討を行う。 
 

○ 償却資産に係る固定資産税の堅持 
 

○ ゴルフ場利用税の堅持 
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○ 報告書は、下記の多様な選択肢の組合せを提案。        
○ 単年度の収支の均衡だけでなく、中長期での収支の均衡も視野。 

地方財政審議会検討会報告書の考え方 

＜減収＞ 
 
 
 

    ［自動車取得税の廃止］ 
   
 
    H23決算額【エコカー減税導入後】 
                     約▲2,000億円 
            （うち軽自動車約▲300億円） 
 
    H19決算額【エコカー減税導入前】 

                             約▲4,000億円                             

＜報告書における提案＞ 
 
Ⅰ 消費税10％段階の対応 
 

      ［自動車税における環境性能等に応じた課税］ 
           ※自動車取得税が担っていたグリーン化機能の維持・強化 
 

          ○ 課税のタイミング 
            ・ 初年度のみ～登録期間全体 
 

          ○ 税額計算の方法 
            ・ 燃費値のみを用いる方法 
            ・ 取得価額（基礎控除あり）の導入 
 

      ［その他］ 
          ○ 営自格差の適正化 
          ○ 環境性能に応じた重課・軽課の見直し 
          ○ 軽自動車税（四輪・原付等）の負担水準の適正化 
 
Ⅱ 消費税８％段階の対応 
 

         一定の燃費基準を満たしている自動車に対する基礎控除の
導入 等 

 



地方法人課税のあり方等に関する検討会報告書 （概要）

平成25年11月

税制抜本改革法第7条第5号の規定を踏まえて、地方法人特別税・譲与税制度及び地方法人課税のあり方等の見直
しを行うための考え方をまとめるべく、総務大臣からの要請に基づき、平成24年9月に地方財政審議会に検討会（座長：神

野直彦東京大学名誉教授）を設置し、計16回開催して議論を重ねた結果、報告書を取りまとめた。

［地方法人課税のあり方等に関する基本的な認識について］

○ 地方自治の原則は「税」であること、受益と負担の関係等から、偏在性が小さく税収が安定した地
方税体系の構築が原則。その上でなお存在する地方団体間の財源の不均衡の調整は、地方交付税
制度で対応することが原則。

○ 地方法人特別税・譲与税制度は、将来的な消費税１％相当額との税源交換等を念頭に置きつつ、

税源偏在・財政力格差を早急に是正するために「偏在性の小さい地方税体系を構築するまでの間」
の暫定措置として創設された異例の措置。

○ 地方法人課税は、受益に応じた負担を法人の事業活動に求めるためにも引き続き重要な役割を担
うべき。

○ 地方法人所得課税は、税収の偏在性が大きく年度間の税収の変動が大きいこと等から、
・ 法人住民税法人税割→ 都道府県分及び市町村分の交付税原資化
・ 法人事業税所得割 →  外形標準課税の拡充（付加価値割の充実等）
を目指すべき。



［地方法人課税のあり方等に関する見直しの方策について］

○ 地方消費税率の引上げにより、不交付団体の財源超過額は拡大し、不交付団体と交付団体間の
財政力格差が拡大することから、偏在是正のための措置が必要。

○ 地方消費税の充実又は消費税に係る地方交付税法定率分の地方消費税化と、法人住民税法人
税割の地方交付税原資化による税源交換を基本的な目標とすべき。

○ 今回の税制抜本改革においては既に地方消費税の税率引上げが決定していることを踏まえ、税

制抜本改革法第７条第５号ロの規定に基づき、法人住民税法人税割の一部の交付税原資化を図る
ことを検討すべき。

○ 地方法人特別税・譲与税制度については、異例の暫定措置であることから、廃止の上、法人事業

税に復元することを基本に検討すべき。法人住民税法人税割の交付税原資化の規模が一定の範囲
内にとどまる場合には、暫定措置として、現在と同様の偏在是正制度を補完的に措置せざるを得な
い場合もあるのではないか。

（参考）社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（抄）
第７条
５ 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。
イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われ
るまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策
を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。
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